浪江町AIデマンド型交通運行業務委託
公募型プロポーザル実施要領
１　目的
本要領は、浪江町が実施する浪江町AIデマンド型交通運行委託（以下「本業務」という。）について、受託候補者の選定にあたり、当公募型プロポーザル実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき公募型プロポーザルを実施するため、必要な事項を定めるものである。

２ 業務概要
（１）件名	　浪江町AIデマンド型交通運行業務
（２）内容	　別紙「浪江町AIデマンド型交通運行業務委託仕様書」のとおり。
ただし、契約時における仕様は最優秀者として選定された者の企画提案内容に応じて変更することがある。
（３）期間 	　契約締結の日から令和9年3月31日まで
（４）委託上限額　金 26,144,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
※この上限額以下の金額で確実に実施可能な提案を行うこと。

３　参加資格　
本プロポーザルに参加する者は次に掲げる要件をすべて満たしていなくてはならない。 
（１）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。
（２）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
（３）公告日から契約日までの間、本町の指名停止を受けていないこと。
（４）浪江町暴力団排除条例（平成26年3月28日条例第1号）に違反しない者であるこ　　
と。
(５）過去5年間（令和3年度～令和7年度）において、国・地方公共団体の発注によるAI
デマンド型配車予約システム導入業務を、元請として受注した実績を有する者である
こと。

４　参加申込書兼誓約書の提出及び参加の辞退
（1） 提出期間
令和8年4月22日（水）9時00分から令和8年5月18日（月）17時00分まで
（2） 提出書類
【様式１】参加申込書兼誓約書
【様式２】会社概要
【様式３】企業の同種業務実績
【様式４】業務実施体制
（3） 提出方法
各提出書類に必要事項を記載の上、持参又は郵送により提出すること。持参の場合、
土日及び祝日を除く平日（以下「開庁日」という。）の9時00分から17時00分までと
し、郵送の場合は5月18日（月）17時00分必着とする。
（４）参加辞退
参加者は、企画提案書の提出期限までの間、参加申込辞退届【様式5】を令和8年5
月22日（金）17時までに受付窓口へ持参、郵送またはメールにて提出する
ことで、本プロポーザルを辞退することができる。併せて電話で浪江町企画財政課企画
調整係に連絡を入れること。

 ５ 質問の受付及び回答
（１）受付期間
令和8年4月22日（水）9時00分から令和8年5月7日（木）17時00分まで 
（２）提出方法
・【様式6】質問書により、電子メールにて提出すること。電話、来訪による質問は受　　
　付しない。
・件名：「プロポーザルに関する質問（事業者名）」とすること。
・質問が複数ある場合は、箇条書き等により記載すること。
（３）質問の回答
各質問者からの質問及びその回答の全てを、令和8年5月12日（火）17時00分までに、浪江町ホームページにて随時公開する。（ただし、質問者名は公表しない。）なお、各質問者へ個別には回答しない。

 ６ 企画提案書等の作成及び提出
（１）提案件名
「浪江町AIデマンド型交通運行業務企画提案」
（２）提案内容
ア　企画提案書
・A4判両面印刷、文字は11ポイント以上とすること。
・印刷はモノクロ・カラーを問わない。
・「浪江町地域公共交通計画」を踏まえた企画提案となるよう努めること。
イ　見積書
・様式は任意とする。消費税抜き価格で記載すること。
・履行期間終了後の1年あたりの運用経費についての参考見積書も提出すること。ただし、受託者として本業務の委託契約を締結しても、その後の運用についての契約を保証するものではない。
（３）提出要領
ア　提出書類
・企画提案書提出書【様式7】
・企画提案書（任意様式）
・見積書（任意様式）
イ　提出部数
8部（正本1部、副本7部。企画提案書、見積書、はインデックスを付け、ファイ　　　
ル等により左綴じで提出すること。副本は、企画提案者が推測されないよう、社名・
所在地・システム名・ロゴマーク 等を黒塗り又は削除し、企画提案者が特定できな
いようにすること。）
ウ　提出期限
令和8年5月22日（金）17時00分まで（必着）
エ　提出方法
持参又は郵送により提出すること。持参の場合、開庁日の9時00分から17時00分までとし、郵送の場合は5月22日（金）17時00分必着とする。
オ　提案費用
企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
カ　その他
・提出期限以降における書類の追加、修正、差し替え及び再提出は認めない。
・企画提案書の提出は１社につき１案とする。

７　契約予定事業者の選定方法
（１）選定方法
ア　本事業に対する応募があった場合は、町が設置する審査委員会が、企画提案関係書類及びプレゼンテーションの審査を行い、審査委員配点合計6割以上を獲得し、最も優れた提案をした者を第一受託候補者とする。なお、提案者が4者以上となった場合は、企画提案書による審査を事前に行い、選定委員会において選定された3者がプレゼンテーションを行う。
イ　受託候補者の選定にあたり、評価点が同点の者が2以上あるときの対応
（ア）提案者それぞれの評価点が同じで、見積価格が異なる場合、見積価格が低い者を上位とする。
（イ）提案者それぞれの評価点及び見積価格が同じ場合、くじ引きにより順位を決
定する。くじ引きの実施日時、場所等については別途連絡を行う。なお、くじを
引かない者があるときは、浪江町職員が代わってくじを引き順位を決定する。
ウ　有効な提案者が1者のみのときは、評価点の合計が審査員配点合計の6割以上
であり、本町が適正な提案と判断する場合は、その者を第一受託候補者とする。
（２）審査(プレゼンテーション)
ア　実施日時 令和8年6月2日（火）予定
・日時及び場所についての詳細は、企画提案書提出後に通知する。
・プレゼンテーションは非公開とする。
イ　説明時間等
１提案者の説明時間は15分以内とし、その後15分程度の質疑の場を設ける。
ウ　企画提案書説明者
【様式4】に記載の者を含む3名までとする。
エ　その他
・プレゼンテーションにおいて使用する投影モニター（HDMI接続）は本町で準備す
る。モニターへ接続するPC及びソフトウェア等は、提案者において準備すること。
・審査当日の資料の配布や提出した企画提案書等の内容以外の投影は禁止する。
（３）審査基準及び配点
　　ア　審査基準（企画提案書審査基準）
	評価項目
	評価基準
	配点

	業務遂行
能力





	業務実績
	・過去5年間に同種業務の実績があり、事業を遂行するための専門知識・経験等の活用を期待できるか。
	5

	
	スケジュール
	・仕様内容を適切に認識し、業務を確実に実施できるスケジュールとなっているか。
	10

	
	人員配置や体制
	・車両運行、予約受付などを適切に実施できる人員配置がされているか。
・運行管理が適切に実施できる体制か。
・町との連携、情報共有が十分にできる体制か。
	10

	企画提案に対する
業務内容別の評価

	運行業務
	・安全かつ確実な運行が見込めるか。
・事故発生時や天候不良時の連絡体制等が構築できるか。
	10

	
	運行管理
	・車載端末を用いた、運行状況の確認が期待できるか。
・予約情報速やかにドライバーに伝達できるか。
	10

	
	システム・機能概要
	・仕様書のシステムに求める要件及び機能要件に示す提案となっているか。
・提供されるサービスが仕様書の目的、活用イメージを踏まえた提案となっているか。
	10

	
	システム運用保守
	・町からのシステムに関する問い合わせについて対応可能か。
・予約や運行について管理ができるか。
	10

	
	障害・セキュリティ対策
	・障害発生時の対応が適切に示されているか。
・セキュリティ確保のための措置をとっているか。
・情報漏えいを防止するための対策が確保されているか。
	10

	
	拡張性・企画提案
	・居住人口増や料金体制の変更等将来の変動に対応可能な拡張性があるか。
・浪江町地域公共交通計画に沿った提案がなされているか。
	10

	
	利用者・管理者の操作性
	利用者、管理者が情報にたどり着きやすく、見やすいものとなっているか。
	10

	
	業務経費
	提示した業務経費が適正であるか。
	5

	合計
	100



（４）選定結果の通知、公表
ア　審査結果は、提案者に対して書面で通知する。
イ　受託候補者及び審査結果は町ホームページにて公表する。
なお、公表の際は、受託候補者以外の提案者の団体名等は非公表とする。
但し、次点者についてのみ提案者の団体名等は非公開のまま審査得点を公表する。
ウ　選定理由等についての問い合わせには応じない。
 
８　失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
（１）企画提案書等が提出期限を過ぎ提出された場合。
  （２）提出書類に虚偽の記載があった場合。
（３）見積価格が委託上限額を上回る場合。
  （４）参加資格の要件を満たさなくなった場合。
（５）審査の公平性を害する行為があった場合。
  （６）その他、本町が不当な要求や不正行為があったと認めた場合。

９　契約
企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び金額は、協議の上で決定する。なお、第一受託候補者との交渉が不調に終わった場合、審査委員配点合計6割以上を獲得し次点とされた者と交渉する場合がある。

１０　その他
（１）提出書類は返却しない。ただし、提出書類を提出者に無断で他の業務に使用しない。
（２）審査結果に対する異議申し立ては認めない。
（３）プロポーザルの日程等は、都合により変更する場合がある。
（４）企画提案書の提出等に要する費用は提案者が負担するものとする。
（５）諸条件等に定めがない事項又は内容に疑義が生じた事項がある場合は、協議を行い、
その取扱いを定めるものとする。

１１　問合せ先、書類の提出先等
担 当：浪江町企画財政課企画調整係
 住 所：〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
 電 話：0240-34-0240（受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで）
 電子メール：namie12010@town.namie.lg.jp

１２　日程
	項目
	日程
	備考

	公募の開始
	令和8年4月22日（水）
	町HPに掲載

	質問受付期間
	令和8年4月22日（水）～
 令和8年5月7日（木）
	

	質問の回答期限
	令和8年5月12日（火）
	町HPに掲載

	参加申込書兼誓約書提出期間
	令和8年4月22日（水）～
 令和8年5月18日（月）
	

	企画提案書提出期間
	令和8年5月19日（火）～
 令和8年5月22日（金）
	

	審査（プレゼンテーション）
	令和8年6月2日（火）予定
	詳細はメールで通知

	審査結果通知期限
	6月初旬
	メール通知・HP公表

	契約締結
	6月初旬
	


以上
